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≪記載手順≫ 

 

 
 
  平成28年８月23日に国外転出をすることとなった方が、国外転出の時までに納税管理人の届出をし、

確定申告期限（平成29年３月15日）までに納税猶予の特例を適用して確定申告をする場合（国外転出

の時までに対象資産の譲渡等がある場合） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国外転出の時（平成28年８月23日）に所有等している対象資産 

(1) 上場株式（銘柄等：Ａ不動産）【上場株式等に該当】 

・「国外転出の時の価額」  120,000,000円  ・「取得費」  100,000,000円 

(2)  未決済デリバティブ取引（銘柄等：為替証拠金） 

・「国外転出の時の利益の額」 5,000,000円  

２ 平成28年中において、国外転出の時までに譲渡等した対象資産 

(1) 上場株式 （売渡日：平成28年２月18日）【上場株式等に該当】 

・「収入金額」1,400,000円  ・「必要経費」1,014,000円  ・「差引金額」386,000円 

 (2)  未公開株式（売渡日：平成28年４月25日）【一般株式等に該当】 

     ・「収入金額」 350,000円  ・「必要経費」  200,000円  ・「差引金額」150,000円 

 (3)  デリバティブ取引（差金等決済日：平成28年７月11日）  

     ・「差金等決済に係る利益の額」  500,000円     ・「手数料等」  15,000円 

３ 給与収入 

   ・「収入金額」     17,300,000円             ・「所得金額」   15,000,000円 

 

【記載例４】（国外転出） 

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書（兼納税

猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書）《確定申告書付表》」を作成します。

（３～４ページ参照） 

「申告書Ｂ第一表」、「申告書Ｂ第二表」、「申告書第三表」を作成します。（７ページ参照） 

※ 申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法は、「平成28年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手

引き 確定申告書Ｂ用」を参考にしてください。 

「所得税の納税管理人の届出書」を作成します。（２ページ参照） 

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別

所得税の額の計算書」を作成します。（８ページ参照） 
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「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成します。（６ページ参照） 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。（５ページ参照） 

 

※ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。記載方法がご不明な場合

は、最寄りの税務署にお尋ねください。 
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○  ○ 

国税 一郎 

コクゼイ  イチロウ 

○市××町△△１－２－３ 
○○○  △△△  ×××× 

28     ８     ３ 

国
税 

32     1     12 

会社員 

○市××町△△４－５－６ 

××× - ×××× 

東京 太郎 

トウキョウ   タロウ 

税理士 △△△ － ××× － ○○○○ 

７８９，×××，△△△，○○○○ 

28    ８   23 
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東
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東京 太郎 

△△△－×××－○○○○ 

関与税理士 

国外転出時課税の適用予定 

○ ○ ○ ○ △ △ △ △ × × × × 

 ○○○-×××× 
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○市××町△△１－２－３ 
国税 一郎 

○○○－△△△－×××× 
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100,000,000 20,000,000 

会社員 東京 太郎 
△△△－×××－○○○○ 
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120,000,000 
株式 

Ａ不動産 
甲証券 

本店 
5,000株 100,000,000 22 1 12 

125,000,000 

125,000,000 

国税 一郎 

未決済 
ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ

取引 
100枚 5,000,000 28 １ 12 

丙証券 

西口支店 
為替証拠金 － 

（上場株式等） 
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○市××町△△１－２－３ 
コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

○○○－△△△－×××× 会社員 

この【記載例４】では、国外転出の時までに譲渡した未公開株式の収入金額等（１ページ事例説明２(2)参

照）を「一般株式等」欄に記載し、国外転出の時までに譲渡した上場株式の収入金額等（１ページ事例説明

２(1)参照）と、３ページの「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」

の「３ 譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の収入金額等」の「分離課税・上場株式等の譲渡」

の収入金額等を合計した金額を「上場株式等」欄に記載してください。 

また、この【記載例４】では、納税猶予の特例の適用がありますが、納税猶予の特例の対象とならない金

額がありますので、その金額を上段にかっこ書で記載してください。この場合、国外転出の時までに譲渡し

た未公開株式及び上場株式の収入金額等を上段にかっこ書で記載してください。 

なお、３ページの「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「４ 

確定申告期限までに移転等した対象資産の収入金額等」の収入金額等がある場合は、本書した収入金額等に

加算するとともに、かっこ書にも加算して記載してください。 
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121,400,000 
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(150,000) 
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(386,000) 

20,386,000 
(386,000) 

101,000,000 
(1,000,000) 

101,014,000 
(1,014,000) 

200,000 
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(14,000) 
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為替証拠金 

米ドル／円 

（30） 

（500,000） 

国税 一郎 
28 

5,500,000 

5,500,000 

（485,000） 

（500,000） 

5,500,000 

（500,000） 

15,000 

（15,000） 

5,485,000 

28  ７  11 

130 

（仕切） 

15,000 

（15,000） 

（500,000） 

5,500,000 

（15,000） 

15,000 

（15,000） 

15,000 

5,485,000 

（485,000） 

この【記載例４】では、国外転出の時までに差金等決済をした先物取引の収入金額等（１ページ事例説明２(3)参照）
と、３ページの「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済
があったものとみなされる対象資産の収入金額等」の「分離課税・先物取引」の収入金額等を合計した金額を記載して
ください。 
また、この【記載例４】では、納税猶予の特例の適用がありますが、納税猶予の特例の対象とならない金額がありま

すので、その金額を上段にかっこ書で記載してください。この場合、国外転出の時までに差金等決済をした先物取引の
収入金額等を上段にかっこ書で記載してください。 
なお、３ページの「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「４ 確定申告

期限までに移転等した対象資産の収入金額等」の収入金額等がある場合は、本書した収入金額等に加算するとともに、
かっこ書にも加算して記載してください。 
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《第三表》 

確定 ２８ 

○市××町△△１－２－３ 

１２１４０００００  

申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法は、「平成

28年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手

引き 確定申告書Ｂ用」を参考にしてください。 

 

(注) 国外転出時課税制度の適用を受けて申告す

る方は、申告書Ｂ第一表の種類欄「分離」及び

「国出」を「○」で囲ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

２０３８６０００  

１５００００００  

２００００００  

１３０００ 

２０５３６ 

３０８０４００  

２７５４０００  

５４８５０００  

５４８５ 

８２２７５０ 

６６５７１５０ 

３５００００ 

１５００００ 

○

  

１３７                                                            ２

  

１

  

５５０００００ 

国外転出時課税における納税猶予の特例の適用

を受ける場合は、特例適用条文（所法第137条の

２第１項）を記載してください。 

《第一表》 
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○市××町△△１－２－３ 国税 一郎 
コクゼイ  イチロウ 

会社員 

15,000,000 

15,000,000 

150,000 

386,000 

2,000,000 

13,000 

536 

2,754,000 

80,400 

2,907,150 

2,907,150 

2,907,150 

61,050 

2,968,200 

6,796,950 

2,968,200 

3,828,7 

3,985,1 

3,828,7 

東京 太郎 
△△△－×××－○○○○ 

28

－

２

－

３ 

156,4 

 

《第一表(右中部)》 

６６５７１５０ 

６６５７１５０ 
１３９８００ 

６７９６９５０ 

２８１１８００ 
３９８５１００ 

３９８５１ 

 

485,000 

485 

72,750 

○○○－△△△－×××× 


